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国
保
会
計
以
外
の
市
税
を
中
心

と
し
た
一
般
会
計
か
ら
の
繰
り

入
れ
に
よ
り
賄
う
厳
し
い
財
政

運
営
が
続
い
て
い
ま
す
。

ま
た
、
被
保
険
者
の
高
齢
化

な
ど
に
よ
る
医
療
費
の
増
加
な

ど
に
よ
り
、
保
健
事
業
に
係
る

費
用
は
増
加
が
見
込
ま
れ
る
こ

と
か
ら
、
さ
ら
な
る
一
般
会
計

か
ら
の
赤
字
補ほ

塡て
ん
の
抑
制
を
図

る
た
め
、
保
険
税
率
お
よ
び
税

額
を
改
定
し
ま
し
た
。

今
後
、
市
町
村
ご
と
に
定
め

て
い
る
保
険
税
は
、
神
奈
川
県

の
示
す
標
準
保
険
料
率
の
統
一

を
目
指
す
こ
と
と
な
り
ま
す
。

そ
の
た
め
、
令
和
4
年
度
の
保

険
税
は
、
県
の
示
す
標
準
保
険

料
（
税
）
率
と
改
定
前
の
保
険

7
〜
８
月
に
開
催
す
る
ス
ポ

ー
ツ
教
室
の
申
し
込
み
を
次
の

通
り
受
け
付
け
ま
す
。

申
込
方
法

○�

市
内
在
住
の
方　
5
月
31
日

（
火
）
ま
で
に
往
復
は
が
き

で
申
し
込
み
（
は
が
き
１
枚

に
つ
き
1
人
ま
で
。
当
日
消

印
有
効
。
多
数
抽
選
。
結
果

教室名 内容 日程 場所 時間 対象 定員 受講料

児童体操
A班 跳び箱、体操、マット運動など、

楽しみながら運動能力を高める
教室です。新しいことにチャレン
ジしましょう。

7 月21日（木）・28
日（木）、 8 月 4 日
（木）・5日（金）・8
日（月）・11日（木）・
18日（木）・25日（木）
（全 8回） 大体育室

午前10時
～11時30分

小学生

各40人 各 4千円
B班 午後 1時

～ 2時30分

トランポ
リン

A班 トランポリンの楽しさを安全な基本動作の繰り返しの中から身
に付ける教室です。空中でのバラ
ンス感覚を身に付け、空中散歩を
楽しみましょう。

7 月21日～ 8 月25日
毎週月曜･木曜日（ 7
月25日、 8 月15日・
22日を除く全 8回）

午後 1時10分
～ 2時40分

各30人 各 4千円
B班 午後 3時

～ 4時30分

夏期夜間エア
ロビクス

仕事帰りに、また一日の終わりに
軽く汗をかいてリフレッシュし
ましょう。

7月20日～ 8月17日
毎週水曜日（全 5回）

武道室

午後 7時
～ 8時

18歳以上

60人 2 千円

夏期エアロビ
クス

動きに慣れ、よりシェイプアップ
を目指す方に適した教室です。軽
快な音楽と軽やかなリズム、多彩
な動きを取り入れ、エアロビクス
の醍

だい

醐
ご

味
み

を味わいましょう。

7月21日～ 8月18日
毎週木曜日（全 5回）

午前10時
～11時 60人 2 千円

は
6
月
上
旬
に
発
送
を
も
っ

て
代
え
ま
す
）
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※
電
話
で
の
申
し
込
み
は
、

6
月
8
日
（
水
）
午
前
9
時

30
分
か
ら
受
け
付
け
。

○�

市
外
在
住
の
方　
6
月
1
日

（
水
）
〜
10
日
（
金
）
に
往

復
は
が
き
で
申
し
込
み
（
は

が
き
１
枚
に
つ
き
1
人
ま

で
。
当
日
消
印
有
効
。
多
数

抽
選
。
結
果
は
6
月
中
旬
に

発
送
を
も
っ
て
代
え
ま
す
）
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※
電
話
で
の
申
し
込
み
は
、

6
月
16
日
（
木
）
午
前
9
時

30
分
か
ら
受
け
付
け
。
市
外

在
住
者
枠
は
あ
り
ま
せ
ん
。

市
内
在
住
者
の
み
で
定
員
に

達
し
た
教
室
は
キ
ャ
ン
セ
ル

待
ち
に
な
り
ま
す
。

※
夏
季
エ
ア
ロ
ビ
ク
ス
教
室

は
、
電
話
ま
た
は
直
接
担
当
へ

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
（
市
内

在
住
者
は
5
月
26
日
（
木
）
午

前
9
時
30
分
か
ら
、
市
外
在
住

者
は
6
月
2
日
（
木
）
午
前
9

時
30
分
か
ら
受
け
付
け
）。

座
間
市
国
民
健
康
保
険
税
条

例
の
改
正
に
伴
い
、
令
和
4
年

度
か
ら
の
国
民
健
康
保
険
税
を

改
定
し
ま
し
た
。
皆
さ
ん
が
安

心
し
て
国
民
健
康
保
険
を
利
用

で
き
る
よ
う
に
改
定
す
る
も
の

で
す
。
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
税
率

お
よ
び
税
額
の
改
定

国
民
健
康
保
険
制
度
は
、
国

民
健
康
保
険
加
入
者
が
病
気
や

け
が
を
し
た
時
に
安
心
し
て
医

療
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
保
険
税

を
負
担
し
合
い
、
お
互
い
に
支

え
合
う
制
度
で
す
。
市
で
は
、

平
成
30
年
度
に
改
定
し
て
以
来

保
険
税
を
据
え
置
い
て
き
ま
し

た
が
、
財
政
の
収
入
不
足
分
を

区分 医療分 後期高齢者支援分 介護分
改定前 改定後 改定前 改定後 改定前 改定後

所得割額 5.90% 6.10％ 2.10％ 2.30% 1.70% 2.10%
均等割額 22,200円 24,400円 6,400円 8,400円 7,400円 10,100円
平等割額 19,800円 18,400円 7,000円 6,800円 6,200円 6,300円

医療分 後期高齢者支援分 介護分

課税限度額 63万円 65万円 19万円 20万円 17万円 17万円
（変更なし）

表１

表2

※いずれも保育なし。�※児童体操A班とB班、トランポリンA班とB班の申し込みは1人につき、それぞれどちらか1教室とします。
※兄弟、姉妹で申し込みの場合は、1教室1通で申し込みください。※状況により変更または中止になる場合があります。

税
と
の
乖か

い
離り

を
2
分
の
1
と
す

る
税
率
お
よ
び
税
額
と
し
ま
し

た
。
改
定
内
容
は
表
１
の
通
り

で
す
。

未
就
学
児
の
均
等
割
軽
減

子
育
て
世
帯
の
経
済
的
負
担

軽
減
の
観
点
か
ら
、
国
の
基
準

の
通
り
、
子
ど
も
の
均
等
割
保

険
税
を
軽
減
し
ま
す
。

全
世
帯
の
未
就
学
児
（
6
歳

に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
3

月
31
日
以
前
で
あ
る
被
保
険

者
）
に
係
る
均
等
割
保
険
税
に

つ
い
て
、
そ
の
5
割
を
公
費
に

よ
り
軽
減
し
ま
す
。
法
定
軽

減
（
7
割
、
5
割
、
2
割
）
世

帯
に
つ
い
て
は
、
法
定
軽
減
後

の
均
等
割
額
を
5
割
軽
減
し
ま

す
。
軽
減
後
の
額
が
課
税
限
度

ス
カ
イ
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間

夏
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後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
関

す
る
書
類
は
、
本
人
の
住
民
登

録
地
へ
送
付
し
て
い
ま
す
（
被

保
険
者
証
は
、
身
分
証
明
書
に

も
な
る
こ
と
か
ら
、
転
送
不
要

の
簡
易
書
留
）。

入
院
な
ど
で
郵
便
物
が
受
け

取
れ
な
い
場
合
や
、
親
族
が
書

類
を
管
理
す
る
必
要
が
あ
る
場

合
な
ど
は
、
送
付
先
を
住
民
登

録
地
以
外
へ
変
更
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
遠
方
の
方
は
、
郵

送
で
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

詳
し
く
は
、
担
当
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆�

対
象
書
類

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

証
、
保
険
料
額
決
定
通
知
書
、

納
付
書
、
督
促
状
、
高
額
医
療

費
申
請
書
な
ど

◆
持
ち
物

顔
写
真
付
き
の
身
分
証
明
書

（
内
容
に
よ
り
、
追
加
で
資
料

提
出
が
必
要
な
場
合
あ
り
）

※�

登
録
済
み
の
送
付
先
を
変

更
・
廃
止
す
る
場
合
は
、
登

録
時
の
届
出
人
か
ら
の
届
け

出
が
必
要
で
す
。

※�

市
外
へ
転
出
し
た
場
合
は
、

転
出
先
の
市
区
町
村
で
再
度

届
け
出
が
必
要
で
す
。

額
を
超
え
て
い
る
場
合
は
、
課

税
限
度
額
が
税
額
と
な
り
ま
す
。

課
税
限
度
額
の
引
き
上
げ

国
民
健
康
保
険
税
は
、
制
度

お
よ
び
事
業
の
円
滑
な
運
営
を

確
保
す
る
観
点
か
ら
、
課
税
額

に
一
定
の
最
高
限
度
額
を
地
方

税
法
等
で
定
め
て
い
ま
す
。
令

和
4
年
度
は
、
被
保
険
者
間
の

負
担
の
均
衡
を
調
整
す
る
た

め
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
影
響
に
よ
り
据
え
置
い

て
い
た
課
税
限
度
額
を
引
き
上

げ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
改

定
内
容
は
表
２
の
通
り
で
す
。

はがき記入例

※�はがき到着の有無、当落確認の問い合わせはで
きません。また、記入不備の場合は申し込みを
無効としますので、ご注意ください。
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返信

※�郵便番号を
　記入してください。 ◯◯教室の受講を

希望します。

①氏名（フリガナ）
②年齢（学年）
③住所
④電話番号

ZAMA HOT LINEざまホットライン
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